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基本構想 令和3年度〜12年度（10年間）

基本計画 令和3年度〜7年度
第1次基本計画（5カ年計画）

令和8年度〜12年度
第2次基本計画（5カ年計画）

実施計画

第1次（3年間）
第2次（3年間）

第3次（3年間）
第4次（3年間）

第5次（3年間）
第6次（3年間）

第7次（3年間）
第8次（3年間）第9次へ

　総合計画は、市の目指すべき将来像を掲げ、その実現に向けた政策を展開していくための指針として定める市
の最上位計画です。本計画は、基本構想（10年間）、基本計画（5年間）、実施計画（3年間）で構成します。
　策定に当たっては、市民会議や中学生会議などを開催し、今後のまちづくりに対する意見の把握に努めるとと
もに、昨年5月と11月に行った市民意見公募（パブリックコメント）でいただいた意見などを反映しながら策定を
進めました。ここでは、令和3年度からスタートした新しい総合計画の概要などを紹介します。

企画政策課企画係（☎33-4414）
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○将来人口推計

○総合計画の構成・期間

　日本全体の人口は減少傾向にある一方で、本市の人口は千葉ニュータ
ウン区域における新規宅地開発とその供給余力により、今後も当面は緩
やかに増加していくと予想されます。その後、令和10年の110,100人
をピークに減少に転じ、令和12年では109,300人と推計しています。

将来都市像とは
　将来都市像は、市が目指す10年後の姿を示しています。市民の
皆さんが安心して暮らし、多様なライフスタイルの下で生き生きと
活動し、生活のさまざまな場面で、住み良さを実感できるまち、そ
して、将来も住み続けたいと思えるまちを目指していく思いが込め
られています。

　本市は、平成24年度から令和2年度までの総合計画において「ひと　
まち 自然 笑顔が輝く いんざい」を将来都市像として掲げ、市民一人一
人が夢と希望を持って、生き生きと活動し、ひとが輝き、まちが輝き、
自然が輝き、子どもから高齢者まで、全ての市民の笑顔が輝く魅力ある
まちづくりを進めてまいりました。
　この9年間で、千葉ニュータウン区域への企業立地が進むとともに、
人口が10万人を突破するなど着実に発展を遂げてきましたが、一方で、
公共交通の利便性向上など、市民の皆さまのご要望にお応えできていな
い施策もあります。また、生命を脅かす大規模な自然災害や感染症への
対応、人口減少、高齢化対策などの課題も山積しています。
　今後も本市がさらに発展を続けていくためには、これらの諸課題に適
切に対応するとともに、社会経済情勢や市民ニーズを的確に捉え、将来
をしっかりと見据えたまちづくりを進めていく必要があります。
　本計画では、市民の皆さまが、安心して暮らし、多様なライフスタイ
ルの下で生き生きと活動し、生活のさまざまな場面で、住みよさを実感
できるまち、そして、将来も住み続けたいと思えるまちを理想像として
掲げ、将来都市像を「住みよさ実感都市 ずっと このまち いんざいで」と
定めました。
　将来都市像の実現に向けて、市民、事業者、行政などが連携し、各種
施策を推進してまいりたいと考えておりますので、皆さまの一層のご理
解とご協力をお願い申し上げます。
　結びに、本計画の策定に当たり、ご尽力をいただきました印西市総合
計画審議会委員の皆さまをはじめ、市民会議や市民意見公募などでご協
力をいただきました多くの皆さまに対して、心から感謝を申し上げます。

総合計画について2ページに続く

住みよさを実感し
ずっと住み続けたいと
思えるまちをめざして

印西市長　板倉 正直

新型コロナウイルス感染症から
自分と大切な人を守るために！

●不要な外出は控える　　　　　●3つの「密」を避ける　　　 ●人との距離は最低1m
●買い物はすいている時間に　　●小まめな手洗いうがい　　●会話はマスク着用

住みよさ実感都市　ずっと　このまち　いんざいで

令和3年（2021）4月1日号
No.926いんざい広

報
市の人口…105,829人　男…52,468人　女…53,361人　（令和3年3月1日現在）

4.1
発行　千葉県印西市
電話 0476-42-5111
https://www.city.inzai.lg.jp/

新しい総合計画（令和3年度〜12年度）がスタート
将来都市像「住みよさ実感都市　ずっと　このまち　いんざいで」

●高齢者へのワクチン接種･･････････ ２
●都市マスタープランを策定････････ ３
●令和3年度当初予算の概要･････････ ４
●スマホアプリによる納付がスタート･･･ ５
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▶ 日時　 会場　 内容　 対象　 定員　 参加費　 そのほか　 申し込み　 問い合わせ　 ホームページ　 メールアドレス　 ファックス

令和3年（2021）　4月1日号　No.926広報　いんざい

高齢者へのワクチン接種新型コロナウイルス感染症

接種券（クーポン）のイメージ

　現状のワクチン供給見込みから、高齢者へのワクチン接種は5月中旬から
開始する予定となりました（3月24日現在）。
　市では、4月20日（火）に対象者へ接種券（クーポン）を郵送します。
　なお、ワクチンの供給量が4月は極めて少ないため、下記のとおり実施す
る予定ですが、今後もワクチンの供給状況により変更になる場合があります。
　詳しくは、送付される案内や市ホームページ、下記コールセンターで確認
してください。

印西市コロナワクチンコールセンター
　☎50-2657・平日9時〜17時（土曜、日曜日、祝日を除く）
今後のスケジュール  ※予約方法の詳細は本紙４月15日号でお知らせ

　4月20日（火）…接種券（クーポン）・案内を市から郵送
　4月26日（月）…接種の予約受付開始
　　　　　　　　 集団接種  �コールセンター（☎50-2657）や予約システム（市

ホームページ上に4月26日（月）開設）で予約。
　　　　　　　　　　　　　会場：牧の原モア（印西牧の原駅北口）
　　　　　　　　 個別接種  �市内の医療機関に直接予約（接種を実施する医

療機関は現在調整中）
　5月中旬以降…ワクチンの供給状況により順次接種開始
対象者

　高齢者（令和3年度中に65歳以上に達する、昭和32年4月1日以前に生ま
れた人）

市から届く案内の内容
◦接種券（クーポン）1枚（右図参照）
◦新型コロナワクチン接種のお知らせ
◦接種予約方法のご案内
◦予診票（2枚複写）1回分
◦�新型コロナワクチン接種についての
　説明書
ワクチンについてのよくあるQ&A

Q．�他の市区町村に住んでいますが、印
西市で接種は可能ですか。

A．�原則、住民票所在地での接種となり
ます。ただし、出産で里帰りしてい
る人や単身赴任者など、一定の要件
に該当する場合は、住所地以外で接
種できます。

Q．�住民票は印西市に置いたまま他の市区町村の高齢者施設に入所中ですが、
印西市外の施設などで接種できますか。

A．�市外の医療機関や施設に入院、入所している人は、印西市以外の医療機
関でもワクチン接種が可能です。なお、当該市区町村のルールに従い接
種の予約をし、接種時に印西市から送付される接種券が必要となります。
�その他、詳しくはコールセンター（☎50-2657）へ

健康増進課新型コロナウイルス感染症対策室（☎29-5096）

※�SDGsは「S
サ ス テ ィ ナ ブ ル
ustainable D

デ ィ ベ ロ ッ プ メ ン ト
evelopment G

ゴ ー ル ズ
oals」の略。日本語では「持続可能な開発目標」

【新たな総合計画の体系】

【将来都市像】
住みよさ実感都市 ずっと このまち いんざいで

第２期印西市まち・ひと・しごと創生総合戦略

実施計画（予算編成）

30の施策

基
本
構
想

第
１
次
基
本
計
画

　SDGs※は「誰一人取り残さない」、持続可能で多様性があり、いかなる
属性も排除されない社会の実現を目指すもので、先進国、開発途上国全て
の国々を含めた世界共通の目標です。その実現のためには、全ての個人や
団体が意識を持って取り組む必要があり、特に自治体の責任と役割が重要
となっています。
　また、SDGsは経済・社会・環境の統合的な取り組みを推進し、持続可
能な住みやすい環境を目指すものでもあり、本市の将来都市像である「住
みよさ実感都市 ずっと このまち いんざいで」の実現に向けた取り組みと
重なる部分が多く、施策を推進する上で相乗効果も期待できることから、
総合計画と一体的に推進します。

S
エ ス デ ィ ー ジ ー ズ

DGsの達成に向けた
取り組みを推進

企画政策課企画係（☎33-4414）

（政策１）
誰もが安心して健
康で明るく暮らせ
るまちをつくりま
す

◦防災・減災
◦防犯・交通安全
◦地域福祉
◦高齢者福祉
◦障がい者福祉
◦健康づくり
◦�医療・健康危機
　管理対策
◦スポーツ

◦子育て
◦学校教育
◦教育環境
◦歴史・文化・芸術
◦生涯学習・青少
　年健全育成

◦農林業
◦商工業
◦起業・雇用
◦定住・交流
◦観光

◦土地利用
◦住宅・公園・緑地
◦道路
◦上下水道
◦公共交通
◦生活環境
◦自然環境・ごみ
　処理

◦地域コミュニティ・
　協働
◦人権・男女平等
◦電子化・情報化
◦行政サービス
◦行政経営

（政策２）
子どもたちの未来
を育み誰もが心に
豊かさをもたらす
まちをつくります

（政策３）
地理的優位性をい
かした活力あふれ
るまちをつくりま
す

（政策４）
自然と都市が調和
する快適で人にや
さしいまちをつく
ります

（政策５）
市民と行政が力を
合わせ持続可能な
まちをつくります

　
将
来
都
市
像
を
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現
す
る
た
め
の
「
ま
ち
づ
く
り
の
基
本
的
な
方
針
」
と
し
て
、
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つ
の
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を
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げ
て
い
ま
す
。
第
１
次
基
本
計
画
（
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和
３
年
度
〜
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度
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は
、
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つ
の
政
策
に
関
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る
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体

的
な
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み
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て
、
30
の
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策
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ま
た
、
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、
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域
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「市民満足度・重要度調査」の結果〜まちづくりに生かします〜
　昨年8月、市の課題や市民の皆さんのまちづくり
に対する意向などを把握し、今後、政策を立案する
際などの基礎資料とするため、市民満足度・重要度
調査を実施しました。このたび結果がまとまりまし
たので、その概要をお知らせします。
　詳しい調査結果は、下記窓口、各支所・出張所・
公民館・図書館、市ホームページなどで閲覧できます。

企画政策課政策推進係（☎33-4068）

主な調査内容
◦住み心地について…居住地区の住みやすさや継続

居住の意向など
◦まちづくりについて…行政の各分野の施策に対す

る重要度と満足度
◦新型コロナウイルス感染症の影響などについて…

収入への影響と市の独自対策への評価
回答結果
◦対象者…市内在住の18歳以上3,000人
◦有効回答数…1,692人
◦有効回答率…56.4％
調査結果の概要

【住みやすさ】…8割を超える人が「住みやすい」と感
じている
◦住みやすい 43.7%
◦どちらかというと住みやすい 38.5%。

【継続居住の意向】…8割を超える人が「住み続けた

　市ではこれまで、平成24年度に改訂した都市マ
スタープランに基づき、都市づくりを進めてきまし
たが、近年の人口減少・少子高齢化の進展や多様化
する市民ニーズなど、社会経済情勢の大きな変化を
踏まえ、３月に新たな都市マスタープランを策定し
ました。
◎�位置付け…市基本構想で掲げる将来都市像「住み

よさ実感都市 ずっと このまち いんざいで」の実
現に向けた、都市計画分野における目標や方針を
示したもの

◎役割
　�（１）将来像や目標を市民・事業者と共有し、協働

で進める都市づくりの基本的な方針を示す
　�（２）都市計画や都市づくりに関する施策を進める

際の基本的な方針を示す
　（３）市街地開発事業などの個別の計画に反映する
◎目標年度…令和12年度
◎�構成…「全体構想」「地区別構想」「都市づくりの　　

推進に向けて」の３つから構成
全体構想

　都市づくりの基本理念や目標、将来都市構造など
を示しています。
▶�都市づくりの基本理念…「快適で、魅力的、持続

的に発展する都市」
　�　市民だけでなく市外からの来訪者も含め、多様

なライフスタイルを実現できる都市を目指し「地
域の魅力が輝くまちづくり」と「みんながつながる
ネットワーク」により、快適で、魅力的、持続的
に発展する都市づくりを進めます。

▶�都市づくりの目標…①地域に根ざした都市環境の
形成②活力ある拠点づくり③人・モノをつなげる
ネットワークの形成④自然環境と共生する都市⑤
安全・安心で健康に暮らせる都市づくり

▶�将来都市構造…都市づくりの目標を実現するため、
市街地などの中心を形成する拠点、都市環境や自
然環境の広がりを区分するゾーンやエリア、人・
モノのつながりを示すネットワークを位置付けて
います。

▶�都市づくりの方針…①土地利用の方針②都市施設
に関する方針③都市環境の形成に関する方針④景
観形成に関する方針⑤安全・安心な都市づくりに
関する方針

い」と考えている
◦ずっと住み続けたい 39.1%
◦当分は住み続けたい 43.6%
その理由は…
◦自然環境や公園などが整っていて

緑が多い 70.1%
◦�買い物など日常生活が便利である 

68.9%
◦まち並みや景色などの市内の景観

がよい 31.9%

施策に対する満足度と重要度
　32項目に区分した市の施策につ
いて、市民が感じる満足度と重要度
を4段階評価で調査しました。
　右図は、それぞれの項目の満足度
と重要度を点数化し、相関を示した
もので、満足度が低く重要度が高い
Ａゾーン（左上）にある「公共交通の充
実」「土地の有効利用・都市機能の強
化」「道路網の整備・充実」は、今後も

地区別構想
　市を12地区に分け都市づくりの方針を示していま
す。地区ごとのキャッチフレーズは次のとおりです。

◦減った（3〜5割減） 8.4%
◦やや減った（1〜3割減） 25.2%

【市の独自対策※】…5割を超える人が「適切である」
と評価　※いんざい応援クーポンの配布、子育て世
帯への臨時特別給付金など

都市づくりの推進に向けて
　「全体構想」と「地区別構想」で示した都市づくりを
推進するための方策や、市民・事業者・行政による
協働の都市づくりについて示しています。
◎閲覧場所…下記窓口、市役所行政資料コーナー、
各支所・図書館、市ホームページ

都市計画課計画係（☎33-4653）

市がより力を入れていくべき項目と考えられます。

新型コロナウイルスの感染拡大に伴う影響など
【収入への影響】…約4割の人が「減った」
◦かなり減った（5割以上減） 4.7%

都市マスタープランを策定
基本理念「快適で、魅力的、持続的に発展する都市」

高

高低

4.20 （平均2.75）

3.90

(23)公共交通の充実

Aゾーン

(10)障がい者福祉の充実

(５)防災体制・災害対策の強化
(16)学校教育の充実

(11)健康増進・医療体制の強化
(８)児童福祉・子育て支援体制の充実
(24)上下水道の整備

(４)ごみ減量・リサイクルの推進
(２)公園・緑地の整備・保全

(７)地域福祉の充実・社会保障制度の普及啓発
(31)市民サービスの充実

(12)農業振興
(17)生涯学習の推進

(28)市政情報の公開・提供
(１)自然環境の保全・活用

(25)都市景観づくり
(20)国際交流・異文化理解の推進
(18)スポーツの振興
(19)文化・芸術の保護・振興

(29)地域コミュニティ活動の推進

(６)防犯・交通安全対策の強化
(22)道路網の整備・充実

(９)高齢者福祉の充実
(3)環境負荷の低減・環境美化の推進

(21)土地の有効利用・都市機能の強化
(32)効率的・効果的な行財政運営

(14)雇用対策の推進
(13)商工業振興・企業誘致
(27)市政への市民参加

(30)市民活動支援・市民等との連携、協働

(15)観光振興

(26)住宅施策の推進

3.60

（平均
　　3.46）

3.30

3.00

2.70
1.50 1.90 2.30 2.70 3.10 3.50 3.90

低

重
要
度
評
価
点

満足度評価点

Bゾーン

Cゾーン Dゾーン

将来都市構造図

地区 キャッチフレーズ

木下・大森地区 歴史・文化・自然が融合する快適で
活気あふれるまち

小林地区 自然環境と調和のとれたゆとりある
快適な暮らしが実現できるまち

千葉ニュータウン
中央地区

ゆとりとにぎわいが溶け込み多彩な
ライフスタイルが実現できるまち

千葉ニュータウン
印西牧の原地区

緑豊かな居住環境とにぎわい・交流
が生まれるまち

永治地区 自然豊かな地域資源を活かし都市
部との交流を育むまち

船穂地区 市の発展を支える工業団地と豊か
な自然景観が融合するまち

草深地区 自然と調和した魅力あふれるまち

印旛日本医大地区 多様な機能が融合し、職住近接が
実現できる快適なまち

地区 キャッチフレーズ

六合地区 豊かな自然環境と住・農・学がふれ
あうまち

宗像地区 豊かな水辺の風景に溶け込むゆと
りある暮らしと産業が共生するまち

本郷地区 豊かな自然環境の中で、暮らしと産
業を育みふるさとを感じられるまち

埜原地区 日本の原風景が広がる中で、自然の
恵みが感じられるまち
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令和3年（2021）　4月1日号　No.926広報　いんざい

令和3年度 当初予算の概要
　令和3年の第1回市議会定例会で各会計予算が可決されました。一般会計予算は404億1千万円で、前年度と比べ2.0％増加しました。また、一般会計に特別会計、
企業会計を加えた予算の総額は607億7,623万4千円となり、前年度と比べ1.5％増加となりました。
　予算の詳細については市ホームページで公開しています。

財政課財政係（☎33-4424）

令
和
3
年
度
の
主
な
事
業

誰もが安心して健康で明るく暮らせるまちをつくります政策1
●防災施設管理に要する経費････････････････････････････ 1億3,815万円
●国土強靭化地域計画に要する経費････････････････････････････650万円
●高齢者在宅福祉事業･･････････････････････････････････････4,311万円
●障害者自立支援給付事業･･････････････････････････････ 2億4,246万円

子どもたちの未来を育み誰もが心に豊かさをもたらすまちをつくります政策2
●子ども医療費助成事業････････････････････････････････ 5億2,492万円
●民間保育園の保育委託に関する経費･･･････････････････ 32億5,177万円
●子育てのための施設等利用給付事業････････････････････ 4億1,804万円
●小学校施設整備改修事業･･････････････････････････････ 8億3,575万円
●出産育児支援事業････････････････････････････････････ 1億1,869万円
●そうふけ公民館施設管理に要する経費（改修工事含む）･･･ 10億4,848万円

地理的優位性をいかした活力あふれるまちをつくります政策3
●シティプロモーションに要する経費････････････････････････9,701万円
●中小企業資金融資事業････････････････････････････････････3,003万円
●観光振興対策事業････････････････････････････････････････2,860万円
●多目的水田農業推進事業･･････････････････････････････････2,142万円
●多面的機能・環境保全向上対策事業････････････････････････2,614万円
●（仮称）にぎわい広場整備事業･･････････････････････････････3,900万円

自然と都市が調和する快適で人にやさしいまちをつくります政策4
●ふれあいバス運行事業････････････････････････････････ 1億2,571万円
●合併処理浄化槽設置事業･･････････････････････････････････8,275万円
●ごみ減量化・再資源化推進事業････････････････････････････2,216万円
●道路維持修繕に要する経費････････････････････････････ 9億3,393万円
●市道松崎吉田線整備事業･･････････････････････････････ 2億4,633万円

市民と行政が力を合わせ持続可能なまちをつくります政策5
●行政改革に要する経費･･････････････････････････････････････254万円
●情報基盤整備に要する経費････････････････････････････ 2億1,502万円
●コミュニティセンターの管理運営に要する経費････････････ 1億623万円
●本埜支所施設管理に要する経費（改修工事含む）･･････････ 2億2,657万円

※1万円未満四捨五入

　市では、令和3年度からスタートする新たな総合計画の将来都市像「住みよ
さ実感都市 ずっと このまち いんざいで」を実現するため、まちづくりの基本
的な方針として、5つの政策を掲げています。
　ここでは、それぞれの主な事業や新規事業などを紹介します。

一般会計

　特定事業を行う場合に、一般会計と経理を区分する必要があると
きに設ける会計です。
　本市では、次の3つの会計があります。
◦国民健康保険…93億363万1千円
　被保険者の疾病・負傷・出産・死亡の際に必要な保険給付を行い
ます。
◦介護保険…56億7,668万2千円
　介護を必要とする人が日常生活を送れるよう、介護サービスを提
供するとともに必要な保険給付を行います。
◦後期高齢者医療…9億4,174万円
　75歳以上を対象とした医療制度です。疾病・負傷・死亡の際に
必要な保険給付を行います。

特別会計…159億2,205万3千円

　料金などの収入を主な財源とし、公営企業の収入で経費を賄う独
立採算制を原則に、企業会計方式を採用している会計です。
　本市では、次の2つの会計があります。
◦水道事業…9億8,782万3千円
　市営水道は主に、木下地区、小林地区、松崎工業団地、平賀学園
台地区の各一部に給水しています。
◦下水道事業…34億5,635万8千円
　排水施設の整備を行い、清潔で快適なまちづくりを行います。

企業会計…44億4,418万1千円

歳 出
図2

扶助費
85億9,858万2千円
（21.3％）

扶助費
85億9,858万2千円
（21.3％）

物件費
74億1,840万2千円
（18.4％）

物件費
74億1,840万2千円
（18.4％）

繰出金
25億8,909万4千円
（6.4％）

繰出金
25億8,909万4千円
（6.4％）

補助費など
72億9,485万1千円
（18.0％）

補助費など
72億9,485万1千円
（18.0％）

その他
（1.1％）
その他
（1.1％）

公債費
16億9,196万9千円
（4.2％）

公債費
16億9,196万9千円
（4.2％）

普通建設事業費
57億5,817万9千円
（14.2％）

普通建設事業費
57億5,817万9千円
（14.2％）

人件費
66億3,502万6千円
（16.4％）

人件費
66億3,502万6千円
（16.4％）

維持補修費　
2億2,724万円

投資及び出資金　
3,244万6千円

貸付金　
2,500万円

積立金　
3,421万1千円

災害復旧費　
500万円

予備費　
1億円

維持補修費　
2億2,724万円

投資及び出資金　
3,244万6千円

貸付金　
2,500万円

積立金　
3,421万1千円

災害復旧費　
500万円

予備費　
1億円

元利償還金など

児童福祉や障がい者福祉の
助成など

委託料、消耗品費、
備品購入費など

補助金、負担金など

給与や報酬など

特別会計への繰出金など

道路、学校などの
新増設工事など

歳出予算（性質別）

　目的別経費（図1）は、行政目的に応じて民生費や教育費などに分類。性質別経費（図2）
は、経費の性質に応じて、扶助費や人件費などに分類しています。

歳出予算には「目的別」と「性質別」の2つがあります

歳 出
図1

民生費
146億6,745万4千円
（36.3％）

民生費
146億6,745万4千円
（36.3％）
子どものための福祉や、
高齢者・障がいのある人
・生活保護などの経費

教育費
78億1,210万2千円（19.3％）
教育費
78億1,210万2千円（19.3％）
小中学校の運営・整備や社会教育などの経費

衛生費
46億9,574万7千円（11.6％）
衛生費
46億9,574万7千円（11.6％）
各種健（検）診やごみ処理、環境対策などの経費

総務費
44億6,140万8千円（11.0％）
総務費
44億6,140万8千円（11.0％）
市の全般的な運営や庁舎維持
管理などの経費

土木費
38億6,514万2千円（9.6％）
土木費
38億6,514万2千円（9.6％）
道路・公園などを整備する
経費

消防費
22億9,616万6千円（5.7％）
消防費
22億9,616万6千円（5.7％）
災害時の備えや防災活動のための
経費

公債費
16億9,196万9千円（4.2％）
公債費
16億9,196万9千円（4.2％）
借り入れているお金を返済するための経費

その他
9億2,001万2千円（2.3％）
その他
9億2,001万2千円（2.3％）
議会費、農林水産業費、
商工費など

歳 入
市税
203億828万2千円
（50.3％）　

市税
203億828万2千円
（50.3％）　
個人市民税、法人市民税、
固定資産税、軽自動車税
など

国・県支出金
96億5,100万円（23.9％）
国・県支出金
96億5,100万円（23.9％）
特定の事業を行う場合に交付される負担金や補助金など

繰入金
26億5,954万1千円（6.6％）
繰入金
26億5,954万1千円（6.6％）
基金（市の貯金）の取り崩し金など

税交付金
24億7,361万3千円（6.1％）
税交付金
24億7,361万3千円（6.1％）
県が税金として集めた一部を一定の
基準によって市町村に配分するもの

市債
15億5,920万円（3.9％）
市債
15億5,920万円（3.9％）
事業を進めるため国などから
借り入れるお金

諸収入
12億35万9千円（3.0％）
諸収入
12億35万9千円（3.0％）
他の収入科目に含まれない収入をまとめたも
の。延滞金・加算金、預金利子、雑入など

分担金および負担金
10億2,191万4千円（2.5％）
分担金および負担金
10億2,191万4千円（2.5％）
特定の事業の経費として、その事業の
利益を受ける者から徴収するもの

地方交付税
9,000万円（0.2％）
地方交付税
9,000万円（0.2％）
地方公共団体が等しく事務を
遂行できるよう一定の基準で
国が交付する税のこと

その他
14億4,609万1千円
（3.5％）

その他
14億4,609万1千円
（3.5％）
繰越金、財産収入、使用
料および手数料など

歳出予算（目的別） 歳入予算

404億1,000万円404億1,000万円

404億1,000万円
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◎納付ができる税金（料金）
　市・県民税（普通徴収）、固定資産税・都市計画税、

軽自動車税（種別割）、国民健康保険税、介護保険料、
後期高齢者医療保険料、市営水道料金・下水道使用
料（県営水道給水地区を除く）

◎下記の納付書は利用できません
　（PayPayとLINE Payアプリ共通）
　◦�納付期限が過ぎたもの
　◦�バーコード情報が印字されていないもの
　◦�納付金額が訂正されたもの
　◦�破損や汚損などでバーコード情報が読み取れない

もの

　4月1日から「PayPay」「LINE Pay」のアプリを利用し、市税などが納付できるようになりました。
　なお、スマートフォンアプリによる納付では領収書が発行されません。領収書が必要な人や、納付後すぐに納税証明書が必要な人は、納付書に記載のあ
る金融機関やコンビニエンスストアで納付してください。

スマートフォンアプリによる納付がスタート!

納税課収納管理係（☎33-4447）、水道課業務係（☎33-4615）、下水道課業務係（☎33-4696）

アプリのホーム画面にある
「スキャン」をタップ

払込票の
バーコードを読み取る

支払金額を確認し
「支払う」をタップ

PayPay 請求書払い 利用方法 

LINE Pay 請求書支払い 利用方法 

LINEアプリの「ウォレット」
を開いてLINE Pay残高を

タップ

LINE Pay メインメニューに
ある「請求書支払い」を

タップ

請求書のバーコードを
読み込む

内容を確認して
支払い完了 !

広報　いんざい

PayPayアプリの
ダウンロードはこちら ➡

LINE Payアプリの
ダウンロードはこちら ➡

市税などの納期限令和3年度

【土地の課税】
　　課税課土地係 （☎33－4445）
　【家屋・償却資産の課税】
　　課税課家屋係 （☎33－4446）
　【市・県民税の課税】
　　課税課市民税係 （☎33－4443）
　【軽自動車税（種別割）の課税】
　　課税課税制係 （☎33－4443）
　【�市・県民税、軽自動車税（種別割）、固定資産税・都市計画

税の納付】
　　納税課収納管理係 （☎33－4447）
　【国民健康保険税の課税・納付】
　　国保年金課保険税係 （☎33－4462）
　【後期高齢者医療保険料の賦課・納付】
　　国保年金課高齢者医療年金係 （☎33－4470）
　【介護保険料の賦課・納付】
　　高齢者福祉課介護保険係 （☎33－4623）

◎�発送予定日より7日以上過ぎても納税通知書などが届かない場
合は、問い合わせてください

◎�全期（軽自動車税を除く）の振替日で振替不能だった場合は、
その年度は期別ごとの振替とし、翌年度に全期振替を再開し
ます

◎�令和3年度から「PayPay」「LINEPay」で納付ができるようにな
りました。なお、三菱UFJ銀行の窓口払いはできなくなりま
した

◎�市税などの「休日納付相談窓口」の実施は毎月から5月・7月・
9月・11月・12月・1月・3月に変更になります

納め忘れのないよう
ご注意ください

固定資産税
都市計画税

軽自動車税
（種別割）

市・県民税
（普通徴収）

国民健康
保険税

（普通徴収）

後期高齢者
医療保険料

（普通徴収）
介護保険料

（普通徴収）

納税通知書など
発送予定日 4月9日（金） 5月11日（火） 6月11日（金） 7月12日（月） 7月12日（月） 7月12日（月）

納期

4月 第１期
4月30日（金）

5月 全期
5月31日（月）

6月 第1期
6月30日（水）

7月 第２期
8月2日（月）

第1期
8月2日（月）

第1期
8月2日（月）

第1期
8月2日（月）

8月 第2期
8月31日（火）

第2期
8月31日（火）

第2期
8月31日（火）

第2期
8月31日（火）

9月 第3期
9月30日（木）

第3期
9月30日（木）

第3期
9月30日（木）

10月 第3期
11月1日（月）

第4期
11月1日（月）

第4期
11月1日（月）

11月 第5期
11月30日（火）

第5期
11月30日（火）

第4期
11月30日（火）

12月 第３期
12月27日（月）

第6期
12月27日（月）

第6期
12月27日（月）

第5期
12月27日（月）

1月 第4期
1月31日（月）

第7期
1月31日（月）

第7期
1月31日（月）

第6期
1月31日（月）

2月 第４期
2月28日（月）

第8期
2月28日（月）

第8期
2月28日（月）

3月
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市内全小中学校で本格的スタート
― GIGAスクール構想※ ―

市
が
目
指
す
教
育

　
1
人
1
台
の
パ
ソ
コ
ン
は
、
令
和
の
時
代

に
お
け
る
「
学
び
」
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
で
あ

り
、特
別
な
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。こ
れ
か

ら
の
時
代
で
は
、
パ
ソ
コ
ン
は
鉛
筆
や
ノ
ー

ト
と
同
じ
よ
う
に
扱
う
必
須
の
道
具
で
す
。

　
こ
れ
ま
で
の
教
育
と
Ｉ
Ｃ
Ｔ
活
用
を
融
合

さ
せ
、
子
ど
も
た
ち
の
可
能
性
を
広
げ
て
、

さ
ら
に
質
の
高
い
教
育
を
目
指
し
ま
す
。

学
校
と
家
庭
の
連
携

「
デ
ジ
タ
ル
の
善
き
使
い
手
」に　

　
パ
ソ
コ
ン
を
活
用
し
た
学
び
は
、
学
校
の

授
業
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
家
庭
に
持
ち
帰

り
、
継
続
し
た
学
習
を
す
る
こ
と
も
で
き
ま

す
。
ま
た
、
家
庭
で
の
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
も

可
能
に
な
る
た
め
、
学
校
が
休
業
に
な
っ
て

も
「
自
宅
学
習
」
で
公
平
に
授
業
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
た
だ
し
、
パ
ソ
コ
ン
な
ど
の
I
C
T
機
器

を
学
校
と
家
庭
の
両
方
で
適
切
に
利
用
す
る

に
は
、
家
庭
の
理
解
と
協
力
が
必
須
で
す
。

　

学
校
と
家
庭
が
連
携
し
、
子
ど
も
た
ち
一

人
一
人
が
、
パ
ソ
コ
ン
の
使
い
方
だ
け
で
な

く
、
デ
ジ
タ
ル
社
会
で
の
適
切
な
判
断
・
行

動
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
「
デ
ジ
タ
ル
の
善

き
使
い
手
」
と
な
る
こ
と
を
目
指
し
ま
す
。

Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
活
用
し
た

新
し
い
授
業
ス
タ
イ
ル

　
登
校
し
た
ら
、
ま
ず
パ
ソ
コ
ン
を
机
の
上

に
準
備
。
文
房
具
と
し
て
、
児
童
・
生
徒
が

日
常
的
に
使
う
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
り
ま
す
。

パ
ソ
コ
ン
は
、
授
業
に
よ
っ
て
理
科
室
や
音

楽
室
の
特
別
教
室
に
も
持
ち
運
べ
、
こ
れ
ま

で
使
っ
て
い
た
辞
書
、
鉛
筆
や
ノ
ー
ト
、
作

文
の
原
稿
用
紙
、
グ
ル
ー
プ
で
使
う
模
造
紙

な
ど
を
、
I
C
T
を
使
っ
て
デ
ジ
タ
ル
化

し
、
そ
の
特
性
を
生
か
し
て
積
極
的
で
新
し

い
協
働
学
習
が
行
え
ま
す
。

※�GIGAスクール構想…「Global and Innovation Gateway for All」の略。児童・生徒に1人
1台のパソコンと高速大容量通信ネットワーク環境を一体的に整備することで、子どもたち
を誰１人取り残すことなく、それぞれの個性や能力をより一層育成する構想
※�ICT…情報通信技術（Information and Communication Technology）の略。パソコンや
タブレットなどでインターネット技術の活用を図ること

教育用ツール
●�児童・生徒に1人1台のC

ク ロ ー ム ブ ッ ク
hromebookを貸与

　�ノートパソコンと同じようにキーボードがあり、画面を折り
畳んでタブレットのようにも利用できる、児童・生徒が扱い
やすい製品。小学生用には画面をタッチペンで操作できるモ
デルを採用し、誰でも直感的に操作が可能。Googleのクラ
ウドサービスを利用し、本体に常時データを保存する必要が
ないため、OSの実行やコンピューターの起動が早く、授業
の開始に時間がかからない

●�児童・生徒全員にアカウント（IDとパスワード）を配布
　�中学校を卒業するまで使用
●�学習用アプリケーションソフト「ミライシード」を導入
　�児童・生徒の考えやアイデアを、カードに記入して協働学習を行ったり、個々に合ったレベルやペー
スでドリル学習に取り組んだりすることが可能

　市では、国が提唱する「GIGAスクール構想の実現」に向け、市内小中学校の
インターネット環境と、全ての児童生徒1人1台のパソコンの整備を進めてきました。
　4月からはICT※を活用した教育が本格的にスタートします。
整備に関すること　学務課学務係（☎33-4704）

　運用に関すること　教育センター（☎47-0400）

ネットワーク環境
●�全小中学校に児童生徒用として光回線を新たに敷設
●��全ての普通教室にアクセスポイントを設置
　�これにより、高速大容量の通信ネットワークが整備され、スムーズにイ
ンターネットに接続が可能

アクセスポイント

その他の取り組み
●�各教室に、パソコンの充電と、施錠による保管ができる充
電保管庫を設置

●�フィルタリング機能を導入し、児童・生徒が安心してイン
ターネットを利用できるよう、不適切なサイトの閲覧を制
限

●�ICT支援員を導入し、教職員への助言や研修、実際の授業で
の支援などを実施 充電保管庫

タッチペンで直感的に操作

「1人1台」で創る主体的・対話的で深い学び




